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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であり、且つ記憶情報中に名称が同様である第２の無
線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１の無線ＬＡＮを検出した場合、現在検出した周辺
の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の無線ＬＡＮリストを生成するステップと、
　前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストであ
る第２の無線ＬＡＮリストにおける名称とが同様である項目の数を特定し、前記名称の同
様である項目の数が前記第２の無線ＬＡＮリストの総数を占める割合を特定し、前記割合
を前記第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とするステップと、
　前記マッチング比較結果が所定の条件を満たす場合、予め保存した前記第２の無線ＬＡ
Ｎの接続情報に基づいて、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するステップとを含
むことを特徴とする無線ＬＡＮ自動接続方法。
【請求項２】
　前記第２の無線ＬＡＮリストを生成する方法は、
　前記第２の無線ＬＡＮが接続状態である場合、現在周辺の無線ＬＡＮの名称を検索する
ステップと、
　検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、前記第２の無線ＬＡＮに対応する第２の
無線ＬＡＮリストを生成するステップとを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　さらに、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し接続が成功した後、前記第１の無



(2) JP 6144428 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリストを更新するステップを含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の無線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリストを更新するステ
ップは、
　前記第１の無線ＬＡＮリストにおいて、前記第２の無線ＬＡＮリストに含まれていない
項目を、前記第２の無線ＬＡＮリストに追加するステップ、或いは、前記第２の無線ＬＡ
Ｎリストを前記第１の無線ＬＡＮリストへ置換するステップを含むことを特徴とする請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　さらに、前記マッチング比較結果が前記所定の条件を満たさない場合、前記第１の無線
ＬＡＮリストを記憶するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が前記所定の条件を満た
す場合、前記予め保存した前記第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づいて、前記第１の無線
ＬＡＮに接続の要求を送信するステップは、
　前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功になるまで、或
いはすべての前記接続情報が利用されるまで、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信
するステップ、或いは、
　マッチング比較結果の大きさの順に従って、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮに
対して順番を付け、前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成
功になるまで、或いはすべての前記接続情報が利用されるまで、前記第１の無線ＬＡＮに
接続の要求を送信するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であり、且つ記憶情報中に名称が同様である第２の無
線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１の無線ＬＡＮを検出した場合、現在検出した周辺
の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の無線ＬＡＮリストを生成するための検索モジュー
ルと、
　前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストであ
る第２の無線ＬＡＮリストとをマッチングして比較し、マッチング比較結果を取得するた
めのマッチング比較モジュールと、
　前記マッチング比較結果が所定の条件を満たす場合、予め保存した前記第２の無線ＬＡ
Ｎの接続情報に基づいて、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するための接続モジ
ュールと、を含み、
　前記マッチング比較モジュールは、
　前記第１の無線ＬＡＮリストと前記第２の無線ＬＡＮリストにおける名称とが同様であ
る項目の数を特定し、前記名称の同様である項目の数が前記第２の無線ＬＡＮリストの総
数を占める割合を特定し、前記割合を前記第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果
とするためのマッチング比較ユニットを含むことを特徴とする無線ＬＡＮ自動接続装置。
【請求項８】
　さらに、
　前記第２の無線ＬＡＮが接続状態である場合、現在周辺の無線ＬＡＮの名称を検索し、
検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、前記第２の無線ＬＡＮに対応する第２の無
線ＬＡＮリストを生成するための生成モジュールを含むことを特徴とする請求項７に記載
の装置。
【請求項９】
　さらに、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し接続が成功した後、前記第１の無
線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリストを更新するための更新モジュー
ルを含むことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
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　前記更新モジュールは、
　前記第１の無線ＬＡＮリストにおいて、前記第２の無線ＬＡＮリストに含まれていない
項目を、前記第２の無線ＬＡＮリストに追加するための第１の更新ユニット、或いは、
　前記第２の無線ＬＡＮリストを前記第１の無線ＬＡＮリストへ置換するための第２の更
新ユニットを含むことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　さらに、前記マッチング比較結果が前記所定の条件を満たさない場合、前記第１の無線
ＬＡＮリストを記憶するための記憶モジュールを含むことを特徴とする請求項７に記載の
装置。
【請求項１２】
　前記接続モジュールは、
　少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が前記所定の条件を満た
す場合、前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功になるま
で、或いはすべての前記接続情報が利用されるまで、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求
を送信するための第１の接続ユニット、或いは、
　少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が前記所定の条件を満た
すと、マッチング比較結果の大きさの順に従って、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡ
Ｎに対して順番を付け、前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続
が成功になるまで、或いはすべての前記接続情報が利用されるまで、前記第１の無線ＬＡ
Ｎに接続の要求を送信するための第２の接続ユニットを含むことを特徴とする請求項７に
記載の装置。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモリとを含み、
　ここで、前記プロセッサは、
　無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であり、且つ記憶情報中に名称が同様である第２の無
線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１の無線ＬＡＮを検出した場合、現在検出した周辺
の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の無線ＬＡＮリストを生成し、
　前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストであ
る第２の無線ＬＡＮリストにおける名称とが同様である項目の数を特定し、前記名称の同
様である項目の数が前記第２の無線ＬＡＮリストの総数を占める割合を特定し、前記割合
を前記第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とし、
　前記マッチング比較結果が所定の条件を満たす場合、予め保存した前記第２の無線ＬＡ
Ｎの接続情報に基づいて、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信することを特徴とす
る無線ＬＡＮ自動接続装置。
【請求項１４】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の無線ＬＡ
Ｎ自動接続方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０３６０９０７．９であって、出願日が２０１４年
７月２５日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内
容を本願に援用する。
【０００２】
　本開示は、通信技術分野に関し、特に、無線ＬＡＮ自動接続方法、無線ＬＡＮ自動接続
装置、プログラム及び記録媒体に関する。
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【背景技術】
【０００３】
　従来技術において、端末装置は、接続したことのある無線ＬＡＮの名称及びパスワード
を記憶することで、当該無線ＬＡＮを再び検出した時に、記憶したパスワードで自動的に
接続することができる。ここで、無線ＬＡＮは、ＷＩＦＩ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅ
ｌｉｔｙ）ネットワーク、及びＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１プロトコル
に基づく各種のネットワークを含む。記憶したパスワードで自動的に接続するとき、現在
検出した無線ＬＡＮと以前に接続したことのある無線ＬＡＮとが同一の無線ＬＡＮである
か否かを判定する必要がある。従来技術における判定方法は、前後の２つの無線ＬＡＮの
名称が同様であるか否かを判定し、名称が同様であると、現在検出した無線ＬＡＮと以前
に接続したことのある無線ＬＡＮとが同一の無線ＬＡＮであると判定する。
【０００４】
　しかしながら、現実中、名称が同様な無線ＬＡＮが多く存在し、無線ＬＡＮの名称で前
後の２つの無線ＬＡＮが同一の無線ＬＡＮであるか否かを判定する方法を利用すると、判
定ミスが起こり、端末装置側で自動的に接続することが失敗してしまうことがある。通常
、自動接続が失敗になると、端末装置は、ポップアップが次々に表示され、ユーザに改め
てパスワードを入力させるように通知し、ユーザに迷惑をかける。
【発明の概要】
【０００５】
　従来技術にある問題を解決するために、本開示の実施例は、以前に接続したことのある
無線ＬＡＮと現在検出した無線ＬＡＮとが同一の無線ＬＡＮであるか否かを判定する正確
率を高め、自動接続の失敗率を降下し、ユーザへの迷惑を減少するための無線ＬＡＮ自動
接続方法、無線ＬＡＮ自動接続装置、プログラム及び記録媒体を提供する。
 
【０００６】
　本開示の実施例の第１の方面によれば、無線ＬＡＮ自動接続方法を提供し、当該無線Ｌ
ＡＮ自動接続方法は、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であり、且つ記憶情報中に名称が
同様である第２の無線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１の無線ＬＡＮを検出した場合
、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の無線ＬＡＮリストを生成する
ステップと、前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮの無線ＬＡＮ
リストである第２の無線ＬＡＮリストとをマッチングして比較し、マッチング比較結果を
取得ステップと、前記マッチング比較結果が所定の条件を満たす場合、予め保存した前記
第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づいて、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信する
ステップとを含む。
【０００７】
　一実施例において、前記第２の無線ＬＡＮリストを生成する方法は、前記第２の無線Ｌ
ＡＮが接続状態である場合、現在周辺の無線ＬＡＮの名称を検索するステップと、検出し
た周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、前記第２の無線ＬＡＮに対応する第２の無線ＬＡ
Ｎリストを生成するステップとを含む。
【０００８】
　一実施例において、前記方法は、さらに、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し
接続が成功した後、前記第１の無線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリス
トを更新するステップを含む。
【０００９】
　本実施例の有益な効果は、第２の無線ＬＡＮリストを更新することで、記憶された第２
の無線ＬＡＮリストを改善することができ、改善後の第２の無線ＬＡＮリストを用いてマ
ッチングし比較することにより得られたマッチング比較結果は、より正確になり、同一の
無線ＬＡＮに対する判定の正確性を高め、自動接続の失敗率を降下する。
【００１０】
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　一実施例において、前記第１の無線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリ
ストを更新するステップは、前記第１の無線ＬＡＮリストにおいて、前記第２の無線ＬＡ
Ｎリストに含まれていない項目を、前記第２の無線ＬＡＮリストに追加するステップ、或
いは、前記第２の無線ＬＡＮリストを前記第１の無線ＬＡＮリストへ置換するステップを
含む。
【００１１】
　本実施例の有益な効果は、第１の無線ＬＡＮリストと第２の無線ＬＡＮリストとを合併
することで、第２の無線ＬＡＮリストにおける項目を常に補充することができ、第２の無
線ＬＡＮリストを完備させる。第２の無線ＬＡＮリストを第１の無線ＬＡＮリストへ置換
することで、記憶された第１の無線ＬＡＮリストをリアルタイムに更新することができる
。
【００１２】
　一実施例において、前記方法は、さらに、前記マッチング比較結果が前記所定の条件を
満たさない場合、前記第１の無線ＬＡＮリストを記憶するステップを含む。
【００１３】
　本実施例の有益な効果は、マッチング比較結果が所定の条件を満たさないと、第２の無
線ＬＡＮと異なり、現在検出した第１の無線ＬＡＮが新たに発見した無線ＬＡＮであり、
当該第１の無線ＬＡＮが自分の無線ＬＡＮリストを有するため、第１の無線ＬＡＮリスト
を記憶し、後の操作において使用する。
【００１４】
　一実施例において、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が前
記所定の条件を満たす場合、前記予め保存した前記第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づい
て、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するステップは、前記第２の無線ＬＡＮの
接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功になるまで、或いはすべての前記接続情報
が利用されるまで、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するステップ、或いは、マ
ッチング比較結果の大きさの順に従って、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮに対し
て順番を付け、前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功に
なるまで、或いはすべての前記接続情報が利用されるまで、前記第１の無線ＬＡＮに接続
の要求を送信するステップを含む。
【００１５】
　本実施例の有益な効果は、第２の無線ＬＡＮに対して順番を付け、順番に従って、第２
の無線ＬＡＮの接続パスワードを用いて自動的に接続し、接続パスワードで自動接続を試
す回数を減らし、端末装置の自動接続操作の回数を減らし、端末装置の資源を節約するこ
とができる。
【００１６】
　一実施例において、前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮリス
トとをマッチング比較し、マッチング比較結果を取得するステップは、前記第１の無線Ｌ
ＡＮリストと前記第２の無線ＬＡＮリストにおける名称とが同様である項目の数を特定す
るステップと、前記名称の同様である項目の数が前記第２の無線ＬＡＮリストの総数を占
める割合を特定し、前記割合を前記第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とする
ステップとを含む。
【００１７】
　本実施例の有益な効果は、２つの無線ＬＡＮリストにおける同様な項目の数をマッチン
グ比較結果とする場合に比べて、当該実施例の実現形態により取得したマッチング比較結
果は、２つの無線ＬＡＮリストのマッチング度合いをより正確に反映することができ、こ
れにより、その後の同一の無線ＬＡＮに対する判定の正確性を高めることができ、自動接
続の失敗率を降下できる。
【００１８】
　本開示の実施例の第２の方面によれば、無線ＬＡＮ自動接続装置を提供し、当該無線Ｌ
ＡＮ自動接続装置は、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であり、且つ記憶情報中に名称が
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同様である第２の無線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１の無線ＬＡＮを検出した場合
、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の無線ＬＡＮリストを生成する
ための検索モジュールと、前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮ
の無線ＬＡＮリストである第２の無線ＬＡＮリストとをマッチングして比較し、マッチン
グ比較結果を取得するためのマッチング比較モジュールと、前記マッチング比較結果が所
定の条件を満たす場合、予め保存した前記第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づいて、前記
第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するための接続モジュールと、を含む。
【００１９】
　一実施例において、前記装置は、さらに、前記第２の無線ＬＡＮが接続状態である場合
、現在周辺の無線ＬＡＮの名称を検索し、検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、
前記第２の無線ＬＡＮに対応する第２の無線ＬＡＮリストを生成するための生成モジュー
ルを含む。
【００２０】
　一実施例において、前記装置は、さらに、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し
接続が成功した後、前記第１の無線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリス
トを更新するための更新モジュールを含む。
【００２１】
　一実施例において、前記更新モジュールは、前記第１の無線ＬＡＮリストにおいて、前
記第２の無線ＬＡＮリストに含まれていない項目を、前記第２の無線ＬＡＮリストに追加
するための第１の更新ユニット、或いは、前記第２の無線ＬＡＮリストを前記第１の無線
ＬＡＮリストへ置換するための第２の更新ユニットを含む。
【００２２】
　一実施例において、前記装置は、さらに、前記マッチング比較結果が前記所定の条件を
満たさない場合、前記第１の無線ＬＡＮリストを記憶するための記憶モジュールを含む。
【００２３】
　一実施例において、前記接続モジュールは、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮの
マッチング比較結果が前記所定の条件を満たす場合、前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の
各々を逐一に利用して、接続が成功になるまで、或いはすべての前記接続情報が利用され
るまで、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するための第１の接続ユニット、或い
は、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が前記所定の条件を満
たすと、マッチング比較結果の大きさの順に従って、少なくとも２つの前記第２の無線Ｌ
ＡＮに対して順番を付け、前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接
続が成功になるまで、或いはすべての前記接続情報が利用されるまで、前記第１の無線Ｌ
ＡＮに接続の要求を送信するための第２の接続ユニットを含む。
【００２４】
　一実施例において、前記マッチング比較モジュールは、前記第１の無線ＬＡＮリストと
前記第２の無線ＬＡＮリストにおける名称とが同様である項目の数を特定し、前記名称の
同様である項目の数が前記第２の無線ＬＡＮリストの総数を占める割合を特定し、前記割
合を前記第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とするためのマッチング比較ユニ
ットを含む。
【００２５】
　本開示の実施例の第３の方面によれば、無線ＬＡＮ自動接続装置を提供し、当該無線Ｌ
ＡＮ自動接続装置は、プロセッサと、プロセッサが実行可能な指令を記憶するためのメモ
リとを含み、ここで、前記プロセッサは、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であり、且つ
記憶情報中に名称が同様である第２の無線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１の無線Ｌ
ＡＮを検出した場合、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の無線ＬＡ
Ｎリストを生成し、前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮの無線
ＬＡＮリストである第２の無線ＬＡＮリストとをマッチングして比較し、マッチング比較
結果を取得し、前記マッチング比較結果が所定の条件を満たす場合、予め保存した前記第
２の無線ＬＡＮの接続情報に基づいて、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信する。
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本開示の実施例の第４の方面によれば、プロセッサに実行されることにより、前記無線Ｌ
ＡＮ自動接続方法を実現するプログラムを提供する。本開示の実施例の第５の方面によれ
ば、前記プログラムを記録した記録媒体を提供する。
【００２６】
　本開示の実施例に係る技術方案は、以下の有益な効果を含む。同じ名称を有する無線Ｌ
ＡＮの無線ＬＡＮリストをマッチングして比較することで、マッチング比較結果に基づい
て自動的に接続し、以前に接続した無線ＬＡＮと現在検出した無線ＬＡＮとが同一の無線
ＬＡＮであるか否かを判定する正確率を高めることができ、名称が同様である異なる無線
ＬＡＮが同一の無線ＬＡＮであると間違って判定する確率を降下するとともに、自動接続
の失敗率を降下し、ユーザへの迷惑を減少する。
【００２７】
　以上の一般の記述及び以下の詳細な記述は、例示のものであり、本開示を限定するもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　ここでの図面は、明細書の一部分として明細書全体を構成することにより、本開示に合
致する実施例を例示するとともに、本開示の原理を解釈するためのものである。
【図１】例示的な実施例に係る無線ＬＡＮ自動接続方法を示すフローチャートである。
【図２】例示的な実施例１に係る無線ＬＡＮ自動接続方法を示すフローチャートである。
【図３】例示的な実施例２に係る無線ＬＡＮ自動接続方法を示すフローチャートである。
【図４】例示的な実施例に係る無線ＬＡＮ自動接続装置を示すブロック図である。
【図５】例示的な実施例に係る他の無線ＬＡＮ自動接続装置を示すブロック図である。
【図６Ａ】例示的な実施例に係る他の無線ＬＡＮ自動接続装置を示すブロック図である。
【図６Ｂ】例示的な実施例に係る他の無線ＬＡＮ自動接続装置を示すブロック図である。
【図７】例示的な実施例に係る他の無線ＬＡＮ自動接続装置を示すブロック図である。
【図８Ａ】例示的な実施例に係る他の無線ＬＡＮ自動接続装置を示すブロック図である。
【図８Ｂ】例示的な実施例に係る他の無線ＬＡＮ自動接続装置を示すブロック図である。
【図９】例示的な実施例に係る無線ＬＡＮ自動接続装置に適用されるブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　ここで、図面に示された例示的な実施例を詳細に説明する。以下の内容において、図面
を言及するとき、特に説明しない限り、異なる図面における同じ数字が同一または同等の
要素を示す。以下の例示的な実施例に記載の実施の形態は、本発明と一致するあらゆる実
施の形態を代表するわけではない。逆に、それらは、添付された特許請求の範囲に詳細に
記載される、本発明の一部の方面と一致する装置及び方法の例にすぎない。
【００３０】
　図１は、例示的な実施例に係る無線ＬＡＮ自動接続方法を示すフローチャートであり、
図１に示されるように、当該無線ＬＡＮ自動接続方法は、携帯電話や、タブレットＰＣや
、ノートパソコンなどの無線ネットワークカードが搭載される端末装置に適用され、以下
のステップＳ１０１－Ｓ１０４を含む。
【００３１】
　ステップＳ１０１中、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であり、且つ記憶情報中に名称
が同様である第２の無線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１の無線ＬＡＮを検出した場
合、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の無線ＬＡＮリストを生成す
る。
【００３２】
　ステップＳ１０２において、第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮ
リストとをマッチングして比較し、マッチング比較結果を取得する。
【００３３】
　ここで、第２の無線ＬＡＮリストは、第２の無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストである。
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【００３４】
　１つの実施例において、第２の無線ＬＡＮリストの生成方法は、第２の無線ＬＡＮが接
続状態である場合、現在周辺の無線ＬＡＮの名称を検索するステップと、検出した周辺の
無線ＬＡＮの名称に基づいて、第２の無線ＬＡＮに対応する第２の無線ＬＡＮリストを生
成するステップとを含む。
【００３５】
　例えば、現在検出した第１の無線ＬＡＮ名称がＤであり、その前にも、名称がＤである
無線ＬＡＮに接続したことがあるが、当該接続したことのある名称がＤである無線ＬＡＮ
は、第２の無線ＬＡＮであり、記憶した情報には、第２の無線ＬＡＮの接続情報が含まれ
る。第２の無線ＬＡＮが接続状態である場合、現在周辺の無線ＬＡＮの名称を検索し、検
出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第２の無線ＬＡＮに対応する第２の無線ＬＡ
Ｎリストを生成し、リストＬｉｓｔＤ２と記す。第１の無線ＬＡＮリストをリストＬｉｓ
ｔＤ１と記し、ステップＳ１０２のように、リストＬｉｓｔＤ１とリストＬｉｓｔＤ２と
をマッチングして比較し、第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果を取得する。
【００３６】
　１つの実施例において、ステップＳ１０２は、以下のステップＡ１－Ａ２により実行さ
れる。
【００３７】
　ステップＡ１において、第１の無線ＬＡＮリストと第２の無線ＬＡＮリストにおける名
称が同様である項目の数を特定する。
【００３８】
　ステップＡ２において、名称の同様である項目の数が第２の無線ＬＡＮリストの総数を
占める割合を特定し、当該割合を第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とする。
【００３９】
　２つの無線ＬＡＮリストにおける同様な項目の数をマッチング比較結果とする場合に比
べて、当該実施例の実現形態により取得したマッチング比較結果は、２つの無線ＬＡＮリ
ストのマッチング度合いをより正確に反映することができ、これにより、その後の同一の
無線ＬＡＮに対する判定の正確性を高めることができ、自動接続の失敗率を降下できる。
【００４０】
　上記実施例における実施形態は、例示的な実施形態であり、他の形態でステップＳ１０
２を実現することを制限しない。例えば、ステップＳ１０２は、第１の無線ＬＡＮリスト
と記憶された第２の無線ＬＡＮリストにおける名称が同様である項目の数を特定し、特定
した名称の同様である項目の数を、第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とする
ように実行される。又は、ステップＳ１０２は、第１の無線ＬＡＮリストと記憶された第
２の無線ＬＡＮリストにおける名称が同様である項目の数を特定し、名称の同様である項
目の数が第１の無線ＬＡＮリストにおける項目の総数を占める割合を特定し、特定した割
合を第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とするように実行される。
【００４１】
　ステップＳ１０３において、マッチング比較結果が所定の条件を満たす場合、予め保存
した第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づいて、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信する
。
【００４２】
　１つの実施例において、ステップＳ１０３は、マッチングして比較することにより取得
した割合が所定の割合より大きい場合、マッチング比較結果が所定の条件を満たすと判定
するように実行される。
【００４３】
　例えば、第１の無線ＬＡＮリストがリストＬｉｓｔＤ１であり、第２の無線ＬＡＮリス
トがリストＬｉｓｔＤ２である。リストＬｉｓｔＤ１において、リストＬｉｓｔＤ２との
同様な項目の数が７あり、リストＬｉｓｔＤ２の項目の総数が１０である。これにより、
リストＬｉｓｔＤ１とリストＬｉｓｔＤ２とをマッチングして比較すると、リストＬｉｓ
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ｔＤ２に対するマッチング比較結果が７０％となることがわかる。設定された所定の割合
が６０％であると、マッチング比較結果７０％が所定の割合６０％より大きいため、マッ
チング比較結果が所定の条件を満たすと判定できる。
【００４４】
　ステップＳ１０３は、少なくとも２つの第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が所定
の条件を満たす場合、以下の実施例における技術方案により実行される。
【００４５】
　１つの実施例において、ステップＳ１０３は、マッチング比較結果が所定の条件を満た
す複数の第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功になるまで、
或いはすべての接続情報が利用されるまで、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するよ
うに実行される。
【００４６】
　もう１つの実施例において、ステップＳ１０３は、マッチング比較結果の大きさの順に
従って、マッチング比較結果が所定の条件を満たす複数の第２の無線ＬＡＮに対して順番
を付け、第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功になるまで、
或いはすべての接続情報が利用されるまで、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するよ
うに実行される。
【００４７】
　なお、本開示における実施形態は、上記実施例における技術方案に限らず、複数の第２
の無線ＬＡＮが存在する場合、ステップＳ１０２－１０３は、第１の無線ＬＡＮリストと
１つの第２の無線ＬＡＮリストとをマッチングして比較し、マッチング比較結果を取得し
、マッチング比較結果が所定の条件を満たすと、当該第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づ
いて、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し、マッチング比較結果が所定の条件を満た
さない場合、第１の無線ＬＡＮリストと次の第２の無線ＬＡＮリストとをマッチングして
比較し、上記操作を繰り返すように実行される。接続が成功になるまで、或いは各第２の
無線ＬＡＮリストがすべてマッチングして比較されるまで、上記のように操作する。
【００４８】
　このように、同じ名称を有する無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストをマッチングして比較す
ることで、マッチング比較結果に基づいて自動的に接続し、以前に接続した無線ＬＡＮと
現在検出した無線ＬＡＮとが同一の無線ＬＡＮであるか否かを判定する正確率を高めるこ
とができ、名称が同様である異なる無線ＬＡＮが同一の無線ＬＡＮであると間違って判定
する確率を降下するとともに、自動接続の失敗率を降下し、ユーザへの迷惑を減少する。
【００４９】
　１つの実施例において、第１の無線ＬＡＮリストを利用して第２の無線ＬＡＮリストを
更新する。
【００５０】
　上記方法は、さらに、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し接続が成功した後、第１
の無線ＬＡＮリストに基づいて、第２の無線ＬＡＮリストを更新するステップを含む。
【００５１】
　ここで、第１の無線ＬＡＮリストに基づいて、第２の無線ＬＡＮリストを更新するステ
ップは、第１の無線ＬＡＮリストにおいて、第２の無線ＬＡＮリストに含まれていない項
目を第２の無線ＬＡＮリストに追加するように実行される。
【００５２】
　例えば、ステップＳ１０３において、記憶されたリストＬｉｓｔＤ２が第２の無線ＬＡ
Ｎリストであり、第１の無線ＬＡＮリストがリストＬｉｓｔＤ１であり、リストＬｉｓｔ
Ｄ１において、リストＬｉｓｔＤ２に含まれていない項目をリストＬｉｓｔＤ２に追加す
る。このように、記憶されたリストＬｉｓｔＤ２を完備し、完備されたリストＬｉｓｔＤ
２でマッチングして比較することにより取得したマッチング比較結果は、より正確になり
、同一の無線ＬＡＮに対する判定の正確性を高め、自動接続の失敗率を降下する。
【００５３】
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　上記実施形態は、例示的な実施形態であり、他の形態で第１の無線ＬＡＮリストに基づ
いて、第２の無線ＬＡＮリストを更新することを制限しない。例えば、第１の無線ＬＡＮ
リストに基づいて、第２の無線ＬＡＮリストを更新するステップは、第２の無線ＬＡＮリ
ストを第１の無線ＬＡＮリストへ置換するように実行される。第２の無線ＬＡＮリストを
第１の無線ＬＡＮリストへ置換することで、記憶された第１の無線ＬＡＮリストをリアル
タイムに更新することができる。
【００５４】
　１つの実施例において、上記方法は、さらに、マッチング比較結果が所定の条件を満た
さない場合、第１の無線ＬＡＮリストを記憶するステップを含む。
【００５５】
　上記ステップにおいて、記憶された第１の無線ＬＡＮリストは、後の操作で使用される
ことができる。
【００５６】
　例えば、ステップＳ１０３において、マッチング比較結果が所定の条件を満たさない場
合、自動接続の操作を起動せず、端末装置は、通知用ポップアップを表示し、接続パスワ
ードを入力させることを通知する。
【００５７】
　入力された接続パスワードで第１の無線ＬＡＮへの接続が成功した後、記憶された第１
の無線ＬＡＮリストを第２の無線ＬＡＮリストとなる。
【００５８】
　入力された接続パスワードで第１の無線ＬＡＮへの接続が失敗したとき、記憶された第
１の無線ＬＡＮリストが検討待ちの無線ＬＡＮリストになり、現在検出した第１の無線Ｌ
ＡＮが検討待ちの無線ＬＡＮになる。無線ＬＡＮを再び検出したとき、再び検出した無線
ＬＡＮの名称と上記検討待ちの無線ＬＡＮの名称が同様であると、検討待ちの無線ＬＡＮ
リストと再び検出した無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストとをマッチングして比較し、マッチ
ング比較結果が所定の条件を満たすと、自動接続の操作を起動せず、端末装置は、通知用
ポップアップを表示し、接続パスワードを入力させることを通知する。入力された接続パ
スワードで再び検出した無線ＬＡＮへの接続が成功した後、当該検討待ちの無線ＬＡＮリ
ストが第２の無線ＬＡＮリストとなり、当該検討待ちの無線ＬＡＮが第２の無線ＬＡＮと
なり、入力された接続パスワードを接続情報とする。また、再び検出した無線ＬＡＮの無
線ＬＡＮリストに基づいて、上記検討待ちの無線ＬＡＮリストを更新する。
【００５９】
　このように、マッチング比較結果が所定の条件を満たさないと、現在検出した第１の無
線ＬＡＮと第２の無線ＬＡＮとは、名称が同様であっても、同一の無線ＬＡＮではなく、
現在検出した第１の無線ＬＡＮが新たに発見した無線ＬＡＮであり、当該無線ＬＡＮに対
応する無線ＬＡＮリストが存在するため、後の操作において使用するように、第１の無線
ＬＡＮリストを記憶する。
【００６０】
　以下、具体的な実施例を用いて、本開示の実施例に係る技術方案を説明する。
【００６１】
（実施例１）
　実施例１は、本開示の実施例に係る上記方法を用いて、例えば携帯電話のような端末装
置を無線ＬＡＮに自動的に接続させる。当該実施例１は、以下のような場面に適用される
。例えば、端末装置は、名称Ａの第２の無線ＬＡＮへの接続が既に成功になり、名称をＷ
ＩＦＩ　Ａと記し、当該第２の無線ＬＡＮが接続状態である場合、検出した無線ＬＡＮの
名称に基づいて、例えばＷＩＦＩ　Ａ、ＷＩＦＩ　Ｂ、ＷＩＦＩ　Ｃ、ＷＩＦＩ　Ｄ、Ｗ
ＩＦＩ　Ｅの５つの無線ＬＡＮが含まれる第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＡ２を作成す
る。端末装置は、第２の無線ＬＡＮの名称ＷＩＦＩ　Ａ、ＷＩＦＩ　Ａの接続パスワード
、及び第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＡ２を記憶する。図２に示されるように、次に、
端末装置は、以下の操作を行う。
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【００６２】
　ステップＳ２０１において、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態で、且つ名称がＡである
第１の無線ＬＡＮを検出した場合、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第
１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＡ１を生成する。
【００６３】
　ステップＳ２０２において、第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＡ１と第２の無線ＬＡＮ
リストＬｉｓｔＡ２とをマッチングして比較し、名称が同様である項目の数を特定し、名
称の同様である項目の数が第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＡ２における項目の総数を占
める割合をマッチング比較結果とする。
【００６４】
　ステップＳ２０３において、マッチング比較結果が設定された割合６０％より大きいか
否かを判定し、マッチング比較結果が設定された割合６０％より大きいと、ステップＳ２
０４を実行し、マッチング比較結果が設定された割合６０％以下であると、ステップＳ２
０６を実行する。
【００６５】
　ステップＳ２０４において、記憶された第２の無線ＬＡＮＷＩＦＩ　Ａの接続パスワー
ドを利用し、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信する。
【００６６】
　ステップＳ２０５において、第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＡ１に基づいて、第２の
無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＡ２を更新する。
【００６７】
　ステップＳ２０６において、マッチング比較結果が設定された割合６０％以下であると
、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信することを諦め、第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓ
ｔＡ１を記憶する。
【００６８】
　本実施例１において、同じ名称を有する無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストをマッチングし
て比較することで、マッチング比較結果に基づいて自動的に接続し、以前に接続した無線
ＬＡＮと現在検出した無線ＬＡＮとが同一の無線ＬＡＮであるか否かを判定する正確率を
高めることができ、名称が同様である異なる無線ＬＡＮが同一の無線ＬＡＮであると間違
って判定する確率を降下するとともに、自動接続の失敗率を降下し、ユーザへの迷惑を減
少する。
【００６９】
（実施例２）
　実施例２は、本開示の実施例に係る上記方法を用いて、例えば携帯電話のような端末装
置を無線ＬＡＮに自動的に接続させる。当該実施例１は、以下のような場面に適用される
。例えば、端末装置において、無線ＬＡＮの名称ＷＩＦＩ　Ｂに対して、接続パスワード
ＰａｓｓｗｏｒｄＢ１及び接続パスワードＰａｓｓｗｏｒｄＢ２の２つの接続パスワード
が記憶され、接続パスワードＰａｓｓｗｏｒｄＢ１に対応して、第２の無線ＬＡＮリスト
ＬｉｓｔＢ２１が記憶され、接続パスワードＰａｓｓｗｏｒｄＢ２に対応して、第２の無
線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２２が記憶される。図３に示されるように、次に、端末装置は
、以下の操作を行う。
【００７０】
　ステップＳ３０１において、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態で、且つ名称がＢである
第１の無線ＬＡＮを検出した場合、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第
１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ１を生成する。
【００７１】
　ステップＳ３０２において、第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１及びＬｉｓｔＢ２
２をそれぞれ第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ１とマッチングして比較し、第２の無線
ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１及びＬｉｓｔＢ２２のそれぞれのマッチング比較結果を取得
する。
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【００７２】
　第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１のマッチング比較結果は、マッチングした第２
の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１と第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ１における名称
の同様である項目の数が、第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１における項目の総数を
占める割合となる。
【００７３】
　第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２２のマッチング比較結果は、マッチングした第２
の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２２と第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ１における名称
の同様である項目の数が、第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２２における項目の総数を
占める割合となる。
【００７４】
　ステップＳ３０３において、第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１及びＬｉｓｔＢ２
２のそれぞれのマッチング比較結果を設定された割合６０％と比較する。
【００７５】
　ステップＳ３０４において、２つのマッチング比較結果がいずれも所定の条件を満たさ
ない場合、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信することを諦め、第１の無線ＬＡＮリス
トＬｉｓｔＢ１を記憶する。
【００７６】
　ステップＳ３０５において、所定の条件を満たすマッチング比較結果の数が１となると
、記憶されたマッチング比較結果が所定の条件を満たす第２の無線ＬＡＮリストに対応す
る接続パスワードで、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するとともに、第１の無線Ｌ
ＡＮリストＬｉｓｔ　Ｂ１に基づいて、当該第２の無線ＬＡＮリストを更新する。
【００７７】
　例えば、第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１のマッチング比較結果が所定の条件を
満たすと、ステップＳ３０５において、記憶された第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２
１に対応する接続パスワードＰａｓｓｗｏｒｄＢ１で、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を
送信するとともに、第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔ　Ｂ１に基づいて、第２の無線ＬＡ
ＮリストＬｉｓｔＢ２１を更新する。
【００７８】
　ステップＳ３０６において、所定の条件を満たすマッチング比較結果の数が２となると
、マッチング比較結果の大きさの順に従って、第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１及
びＬｉｓｔＢ２２に対して順番を付け、記憶された接続パスワードの各々を逐一に利用し
て、接続が成功になるまで、或いは２つの接続パスワードがいずれも利用されるまで、第
１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信する。
【００７９】
　例えば、ステップＳ３０２において得られた第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１及
びＬｉｓｔＢ２２のマッチング比較結果が、それぞれ８０％及び７０％であり、第２の無
線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２１とＬｉｓｔＢ２２に対して順番を付け、第２の無線ＬＡＮ
リストＬｉｓｔＢ２１に対応する接続パスワードＰａｓｓｗｏｒｄＢ１で第１の無線ＬＡ
Ｎに接続の要求を送信する。接続が成功になると、後のステップを実行し、接続が失敗に
なると、さらに、第２の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ２２に対応する接続パスワードＰａ
ｓｓｗｏｒｄＢ２で、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信する。
【００８０】
　ステップＳ３０７において、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し、接続が成功した
後、第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ１に基づいて、接続に使用される接続パスワード
に対応する第２の無線ＬＡＮリストを更新する。
【００８１】
　ステップＳ３０８において、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し、接続が失敗した
後、第１の無線ＬＡＮリストＬｉｓｔＢ１を記憶する。
【００８２】
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　本実施例２において、同じ名称を有する無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストをマッチングし
て比較することで、マッチング比較結果に基づいて自動的に接続し、以前に接続した無線
ＬＡＮと現在検出した無線ＬＡＮとが同一の無線ＬＡＮであるか否かを判定する正確率を
高めることができ、名称が同様である異なる無線ＬＡＮが同一の無線ＬＡＮであると間違
って判定する確率を降下するとともに、自動接続の失敗率を降下し、ユーザへの迷惑を減
少する。
【００８３】
　図４は、例示的な実施例に係る無線ＬＡＮ自動接続装置を示すブロック図である。図４
に示されるように、当該無線ＬＡＮ自動接続装置は、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態で
、且つ第１の無線ＬＡＮを検出した場合、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づい
て、第１の無線ＬＡＮリストを生成するための検索モジュール４１と、第１の無線ＬＡＮ
リストと予め保存した第２の無線ＬＡＮの無線ＬＡＮリストである第２の無線ＬＡＮリス
トとをマッチングして比較し、マッチング比較結果を取得するためのマッチング比較モジ
ュール４２と、マッチング比較結果が所定の条件を満たす場合、予め保存した第２の無線
ＬＡＮの接続情報に基づいて、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するための接続モジ
ュール４３と、を含む。
【００８４】
　ここで、記憶された情報には、第１の無線ＬＡＮの名称と同様な第２の無線ＬＡＮの接
続情報が含まれている。
【００８５】
　１つの実施例において、図５に示されるように、上記装置は、さらに、第２の無線ＬＡ
Ｎが接続状態である場合、現在周辺の無線ＬＡＮの名称を検索し、検出した周辺の無線Ｌ
ＡＮの名称に基づいて、第２の無線ＬＡＮに対応する第２の無線ＬＡＮリストを生成する
ための生成モジュール４４を含む。
【００８６】
　１つの実施例において、図６Ａ和図６Ｂに示されるように、上記装置は、さらに、第１
の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し接続が成功した後、第１の無線ＬＡＮリストに基づい
て、第２の無線ＬＡＮリストを更新するための更新モジュール４５を含む。
【００８７】
　１つの実施例において、図６Ａ和図６Ｂに示されるように、上記更新モジュール４５は
、第１の無線ＬＡＮリストにおいて、第２の無線ＬＡＮリストに含まれていない項目を、
第２の無線ＬＡＮリストに追加するための第１の更新ユニット４５１、或いは、第２の無
線ＬＡＮリストを第１の無線ＬＡＮリストへ置換するための第２の更新ユニット４５２を
含む。
【００８８】
　１つの実施例において、図７に示されるように、上記装置は、さらに、マッチング比較
結果が所定の条件を満たさない場合、第１の無線ＬＡＮリストを記憶するための記憶モジ
ュール４６を含む。
【００８９】
　１つの実施例において、図８Ａ和８Ｂに示されるように、上記接続モジュール４３は、
少なくとも２つの第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が所定の条件を満たすと、第２
の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功になるまで、或いはすべて
の接続情報が利用されるまで、第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するための第１の接
続ユニット４３１、或いは、少なくとも２つの第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が
所定の条件を満たすと、マッチング比較結果の大きさの順に従って、少なくとも２つの第
２の無線ＬＡＮに対して順番を付け、第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用し
て、接続が成功になるまで、或いはすべての接続情報が利用されるまで、第１の無線ＬＡ
Ｎに接続の要求を送信するための第２の接続ユニット４３２、を含む。
【００９０】
　１つの実施例において、図４に示されるように、上記マッチング比較モジュール４２は
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、第１の無線ＬＡＮリストと第２の無線ＬＡＮリストにおける名称が同様である項目の数
を特定し、名称の同様である項目の数が第２の無線ＬＡＮリストの総数を占める割合を特
定し、割合を第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とするためのマッチング比較
ユニット４２１を含む。
【００９１】
　本開示の実施例に係る無線ＬＡＮ自動接続装置によれば、同じ名称を有する無線ＬＡＮ
の無線ＬＡＮリストをマッチングして比較することで、マッチング比較結果に基づいて自
動的に接続し、以前に接続した無線ＬＡＮと現在検出した無線ＬＡＮとが同一の無線ＬＡ
Ｎであるか否かを判定する正確率を高めることができ、名称が同様である異なる無線ＬＡ
Ｎが同一の無線ＬＡＮであると間違って判定する確率を降下するとともに、自動接続の失
敗率を降下し、ユーザへの迷惑を減少する。
【００９２】
　上記実施例に係る装置について、各モジュールが操作を実行する具体的な形態は、すで
に該当する方法の実施例において詳細に説明され、ここで、詳しく説明しない。
【００９３】
　図９は、例示的な実施例に係る無線ＬＡＮ自動接続装置１２００に適用されるブロック
図であり、当該装置は、端末装置であってもよい。例えば、装置１２００は、携帯電話、
コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信デバイス、ゲームコンソール、タブ
レットデバイス、医療機器、フィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタント等であ
ってもよい。
【００９４】
　図９を参照して、装置１２００は、プロセスアセンブリ１２０２、メモリ１２０４、電
源アセンブリ１２０６、マルチメディアアセンブリ１２０８、オーディオアセンブリ１２
１０、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス１２１２、センサアセンブリ１２１４、及び通
信アセンブリ１２１６のような一つ以上のアセンブリを含んでよい。
【００９５】
　プロセスアセンブリ１２０２は、一般的には装置１２００の全体の操作を制御するもの
であり、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連す
る操作を制御する。プロセスアセンブリ１２０２は、一つ以上のプロセッサ１２２０を含
み、これらによって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップ
を実現するようにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ１２０２は、一つ以上のモジュ
ールを含み、これらによってプロセスアセンブリ１２０２と他のアセンブリの間のインタ
ラクションを容易にするようにしてもよい。例えば、プロセスアセンブリ１２０２は、マ
ルチメディアモジュールを含み、これらによってマルチメディアアセンブリ１２０８とプ
ロセスアセンブリ１２０２の間のインタラクションを容易にするようにしてもよい。
【００９６】
　メモリ１２０４は、各種類のデータを記憶することにより装置１２００の操作を支援す
るように構成される。これらのデータの例は、装置１２００において操作されるいずれの
アプリケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセー
ジ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１２０４は、いずれの種類の揮発性メモリ、不揮発性
メモリ記憶デバイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲ
ＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒ
ｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気デ
ィスク、或いは光ディスクである。
【００９７】
　電源アセンブリ１２０６は、装置１２００の多様なアセンブリに電力を供給する。電源
アセンブリ１２０６は、電源管理システム、一つ以上の電源、及び装置１２００のための
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電気の生成、管理及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【００９８】
　マルチメディアアセンブリ１２０８は、前記装置１２００とユーザの間に一つの出力イ
ンターフェイスを提供するスクリーンを含む。上記の実施例において、スクリーンは液晶
モニター（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネル
を含むことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの
入力信号を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり
、タッチ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タ
ッチセンサは、タッチ、或はスライドの動作の境界だけでなく、前記のタッチ、或はスラ
イド操作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記の実施例において、マルチメディア
アセンブリ１２０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置１２
００が、例えば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメ
ラ、及び／又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメ
ラとリアカメラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或いは可変焦点距離と光学ズ
ーム機能を有するものであってもよい。
【００９９】
　オーディオアセンブリ１２１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよ
い。例えば、オーディオアセンブリ１２１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置１
２００が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある
場合、マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信
号は、さらにメモリ１２０４に記憶されたり、通信アセンブリ１２１６を介して送信され
たりされる。上記の実施例において、オーディオアセンブリ１２１０は、オーディオ信号
を出力するための一つのスピーカーをさらに含む。
【０１００】
　Ｉ／Ｏインターフェイス１２１２は、プロセスアセンブリ１２０２と周辺インターフェ
イスモジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイ
スモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボ
タンは、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよ
いが、これらに限定されない。
【０１０１】
　センサアセンブリ１２１４は、装置１２００に各方面の状態に対する評価を提供するた
めの一つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ１２１４は、装置１２００のＯ
Ｎ／ＯＦＦ状態、装置１２００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的
な位置決めを検出できる。また、例えば、センサアセンブリ１２１４は、装置１２００、
或は装置１２００の一つのアセンブリの位置変更、ユーザと装置１２００とが接触してい
るか否か、装置１２００の方位、又は加速／減速、装置１２００の温度の変化を検出でき
る。センサアセンブリ１２１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を
検出するための近接センサを含んでもよい。センサアセンブリ１２１４は、撮影アプリケ
ーションに適用するため、ＣＭＯＳ、又はＣＣＤ図像センサのような光センサを含んでも
よい。上記の実施例において、当該センサアセンブリ１２１４は、加速度センサ、ジャイ
ロスコープセンサ、磁気センサ、圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【０１０２】
　通信アセンブリ１２１６は、装置１２００と他の機器の間に有線、又は无線形態の通信
を提供する。装置１２００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせの
ような、通信規格に基づいた无線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施
例において、通信アセンブリ１２１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システ
ムからの放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において
、前記通信アセンブリ１２１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むこ
とにより、近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（
Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉ
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ｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉ
ｄｅ　Ｂａｎｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、他の技術に基づ
いて実現できる。
【０１０３】
　例示的な実施例において、装置１２００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏ
ｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ
　Ａｒｒａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他
の電子部品によって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【０１０４】
　例示的な実施例において、さらに、命令を含む非一時的なコンピュータで読み取り可能
な記憶媒体、例えば命令を含むメモリ１２０４を提供しており、装置１２００のプロセッ
サ１２２０により上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、前記非一時的なコン
ピュータで読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　ＲＯＭ）、磁気テープ、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【０１０５】
　無線ＬＡＮ自動接続装置は、プロセッサと、プロセッサが実行可能な指令を記憶するた
めのメモリとを含み、ここで、前記プロセッサは、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であ
り、且つ記憶情報中に名称が同様である第２の無線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１
の無線ＬＡＮを検出した場合、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の
無線ＬＡＮリストを生成し、前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡ
Ｎの無線ＬＡＮリストである第２の無線ＬＡＮリストとをマッチングして比較し、マッチ
ング比較結果を取得し、前記マッチング比較結果が所定の条件を満たす場合、予め保存し
た前記第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づいて、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送
信する。
【０１０６】
　当該プロセッサは、さらに、前記第２の無線ＬＡＮが接続状態である場合、現在周辺の
無線ＬＡＮの名称を検索し、検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、前記第２の無
線ＬＡＮに対応する第２の無線ＬＡＮリストを生成する。
【０１０７】
　当該プロセッサは、さらに、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し接続が成功し
た後、前記第１の無線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリストを更新する
。
【０１０８】
　当該プロセッサは、さらに、前記第１の無線ＬＡＮリストにおいて、前記第２の無線Ｌ
ＡＮリストに含まれていない項目を、前記第２の無線ＬＡＮリストに追加し、或いは、前
記第２の無線ＬＡＮリストを前記第１の無線ＬＡＮリストへ置換する。
【０１０９】
　当該プロセッサは、さらに、前記マッチング比較結果が前記所定の条件を満たさない場
合、前記第１の無線ＬＡＮリストを記憶する。
【０１１０】
　当該プロセッサは、さらに、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮのマッチング比較
結果が前記所定の条件を満たすと、前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用
して、接続が成功になるまで、或いはすべての前記接続情報が利用されるまで、前記第１
の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し、或いは、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮの
マッチング比較結果が前記所定の条件を満たすと、マッチング比較結果の大きさの順に従
って、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮに対して順番を付け、前記第２の無線ＬＡ
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Ｎの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功になるまで、或いはすべての前記接続
情報が利用されるまで、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信する。
【０１１１】
　当該プロセッサは、さらに、前記第１の無線ＬＡＮリストと前記第２の無線ＬＡＮリス
トにおける名称が同様である項目の数を特定し、前記名称の同様である項目の数が前記第
２の無線ＬＡＮリストの総数を占める割合を特定し、前記割合を前記第２の無線ＬＡＮに
対するマッチング比較結果とする。
【０１１２】
　非一時的なコンピュータで読み取り可能な記憶媒体は、当該記録媒体中の指令がモバイ
ル端末のプロセッサによって実行される際に、モバイル端末に無線ＬＡＮ自動接続方法を
実行させることができる。前記方法は、無線ＬＡＮ接続状態が未接続状態であり、且つ記
憶情報中に名称が同様である第２の無線ＬＡＮの接続情報が含まれている第１の無線ＬＡ
Ｎを検出した場合、現在検出した周辺の無線ＬＡＮの名称に基づいて、第１の無線ＬＡＮ
リストを生成するステップと、前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した、第２の無線
ＬＡＮの無線ＬＡＮリストである第２の無線ＬＡＮリストとをマッチングして比較し、マ
ッチング比較結果を取得するステップと、前記マッチング比較結果が所定の条件を満たす
場合、予め保存した前記第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づいて、前記第１の無線ＬＡＮ
に接続の要求を送信するステップとを含む。
【０１１３】
　前記第２の無線ＬＡＮリストを生成する方法は、前記第２の無線ＬＡＮが接続状態であ
る場合、現在周辺の無線ＬＡＮの名称を検索するステップと、検出した周辺の無線ＬＡＮ
の名称に基づいて、前記第２の無線ＬＡＮに対応する第２の無線ＬＡＮリストを生成する
ステップとを含む。
【０１１４】
　前記方法は、さらに、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信し接続が成功した後、
前記第１の無線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリストを更新するステッ
プを含む。
【０１１５】
　前記第１の無線ＬＡＮリストに基づいて、前記第２の無線ＬＡＮリストを更新するステ
ップは、前記第１の無線ＬＡＮリストにおいて、前記第２の無線ＬＡＮリストに含まれて
いない項目を、前記第２の無線ＬＡＮリストに追加するステップ、或いは、前記第２の無
線ＬＡＮリストを前記第１の無線ＬＡＮリストへ置換するステップを含む。
【０１１６】
　前記方法は、さらに、前記マッチング比較結果が前記所定の条件を満たさない場合、前
記第１の無線ＬＡＮリストを記憶するステップを含む。
【０１１７】
　少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮのマッチング比較結果が前記所定の条件を満た
すと、前記予め保存した前記第２の無線ＬＡＮの接続情報に基づいて、前記第１の無線Ｌ
ＡＮに接続の要求を送信するステップは、前記第２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一
に利用して、接続が成功になるまで、或いはすべての前記接続情報が利用されるまで、前
記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するステップ、或いは、マッチング比較結果の大
きさの順に従って、少なくとも２つの前記第２の無線ＬＡＮに対して順番を付け、前記第
２の無線ＬＡＮの接続情報の各々を逐一に利用して、接続が成功になるまで、或いはすべ
ての前記接続情報が利用されるまで、前記第１の無線ＬＡＮに接続の要求を送信するステ
ップを含む。
【０１１８】
　前記第１の無線ＬＡＮリストと予め保存した第２の無線ＬＡＮリストとをマッチング比
較し、マッチング比較結果を取得するステップは、前記第１の無線ＬＡＮリストと前記第
２の無線ＬＡＮリストにおける名称が同様である項目の数を特定するステップと、前記名
称の同様である項目の数が前記第２の無線ＬＡＮリストの総数を占める割合を特定し、前
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記割合を前記第２の無線ＬＡＮに対するマッチング比較結果とするステップとを含む。
【０１１９】
　当業者は、本明細書に開示された発明の詳細を考慮し、実施することにより、本発明の
他の実施方案を容易に想定することができる。本出願は、本発明のいかなる変形、用途、
又は適応的な変化を含むことを目的としており、いかなる変形、用途、又は適応的な変化
は、本発明の一般原理に基づき、且つ本開示において公開されていない本技術分野におい
ての公知常識又は慣用技術手段を含む。明細書及び実施例は、例示的なものを開示してお
り、本発明の保護範囲と主旨は、特許請求の範囲に記述される。
【０１２０】
　本発明は、上記において開示された構成又は図面に示した構造に限定されるものではな
く、本発明の範囲内であれば、様々な補正又は変更を行うことができる。本発明の範囲は
、特許請求の範囲により制限される。

【図１】 【図２】
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